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午前１０時００分 開会 

○池戸座長 それでは、みなさん、おはようございます。定刻になりましたので、ただい

まから第５回の食品表示一元化検討会を開催したいと思います。 

 今日の出席状況でございますけれども、本日は中川委員がご欠席というご連絡をいただ

いております。 

 今回は、前回に引き続きまして、食品表示の適用範囲について、ご議論をいただきたい

と思っております。 

 なお、資料につきましては、前回の検討会においていただいたご意見を踏まえまして、

事務局において資料を再整理していただきました。 

 また、本日のもう一つの議題は、事務局ともご相談の上、個別課題の一つであります栄

養表示の義務化についてとさせていただきました。 

 そこで、まず事務局から資料を説明していただきまして、その上で議論を進めてまいり

たいと思っております。 

 なお、本日は12時に終了する予定にしております。円滑な議事の進行にご協力のほどよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、ここでカメラの方につきましては、ご退席をお願いいたしたいと思います。

報道関係の方も座席のほうにお移りいただきますよう、お願いいたします。よろしいでし

ょうか。 

（報道陣退席、移動） 

○池戸座長 それでは、議事に入る前に、まず事務局から、今日お配りしている資料の確

認をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○平山企画官 では、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 本日の資料といたしましては、議事次第にもございますように、資料１「食品表示の適

用範囲について」、これは実態編ということでございます。それから、資料２「栄養表示

の義務化に向けた検討」、資料３としまして、「新たな食品表示制度をめぐるこれまでの

議論について」という資料を用意しております。 

 あと、参考資料といたしまして、参考資料１「現在の栄養表示制度並びに栄養表示の義

務化に向けた検討の背景」、それと参考資料２といたしまして、栄養成分表示検討会の報

告書全文を配付しております。 

 その他、迫委員、田﨑委員、仲谷委員、中村委員、森委員、山根委員から資料をご提供

いただいております。参考資料として、今のところ卓上のみに配付してございます。これ

らの資料の取扱い、公表等の取扱いにつきましては、委員とご相談の上、決定したいと思

っております。 

 よろしゅうございましょうか。議論の途中でも、例えば資料の落丁や欠落など、あるか

もしれませんので、その際は事務局のほうにお申しつけいただければと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 
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○池戸座長 ありがとうございます。 

 それで、早速、議事に入りますが、その前に、前回の議論におきまして、東京都におけ

る調理冷凍食品の原料原産地表示制度に関するご質問がございまして、田﨑委員から、今、

お配りしている関係資料の中に、その資料を提供していただいております。補足してご説

明することがございましたらよろしくお願いしたいと思いますけれども、よろしいですか。 

○田﨑委員 前回の会議の中でご質問がありまして、お答えしましたが、必ずしも十分な

ご説明に至らなかった部分を、追加という形で資料をつけさせていただきました。お手元

の資料の２ページ目、見開きの部分をお開きいただければと思います。 

 原料原産地の表示の対象食品としては、調理冷凍食品ということで、国内で製造され都

内に流通するものです。これは前回説明させていただきました。 

 それから、表示を求める原材料の範囲ということで、これも前回、ご説明させていただ

きました。原料原産地名を表示すべき原材料という形で、一番下のパラグラフになります。

こちらがＪＡＳ法に基づく生鮮食品の内容となっております。ここに加工食品で、赤字で

「20食品群」となっておりますが、現在は、22食品群になっておりますので、この分だけ

ご訂正願います。 

 右側の「表示の記載場所」というところでございます。前回の説明ですと、調査を行っ

たところ、ほとんど事業者の方は、この表示について、できているということでございま

した。容器包装の見やすい箇所に表示をすることになっていますが、それが非常に、原材

料の調達先が頻繁に変わる場合とか、極めて容器包装に表示が難しい場合については、イ

ンターネットあるいはファクスで、あるいは電話等を活用して、情報が得られる仕組みを

整備しているということで、その問い合わせ先をこの商品のところに明記してくださいと

いう内容でございます。 

 パンフレットに示されたエビピラフの例が入っていますが、原材料として多いのが米、

タマネギ、ニンジン。これは表に「エビピラフ」と書いてありますので、エビピラフにつ

いてもエビの原産国の表示をさせていただいているということでございます。 

実際に実行性がどのくらいあるかというお話でございましたけれども、資料はありま

せんが、21年、22年の２年にわたって調査をさせていただいたところ、最終年度の22年度

につきましては、原料原産地表示が適切に表示されている、あるいはホームページ等で紹

介させていただいているホームページ、あるいは連絡先の表示がなされているということ

で、そういった違反には至るものはないということでございました。 

 以上でございます。 

○池戸座長 ご説明ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問等ございましたら、ご発言をお願いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○中村委員 これ、いつから実施されておるんですか。 

○池戸座長 実施の時期ですね。 
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○田﨑委員 規定は平成20年で、20年はまだ経過措置の猶予期間でしたが、21年から条例

施行されておりまして、現在に至っております。 

○池戸座長 その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、どうもありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。 

 本日は、先ほど申しましたように、配付されている資料に沿いまして、食品表示の適用

範囲について、それから栄養表示の義務化についての２つの議題について、まず事務局側

からご説明いただきまして、その上で委員のみなさま方にご議論をいただくと、そういう

予定でおります。 

 それでは、事務局より、資料で言うと１になりますが、食品表示の適用範囲について、

（実態編）という形の資料がございます。先ほど申しましたように、前回の議論を踏まえ

て、修正していただいたものであると思いますが、それではご説明をいただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○平山企画官 では、資料１についてご説明申し上げます。 

 １枚おめくりいただきまして、目次をつけてございますけれども、１ページ目から４ペ

ージ目、これは前回と同じ資料でございまして、新しい資料は５ページ以下ということで

ございます。 

 １ページ目は、前回おつけしている食品表示の現状でございます。それから、２ページ

目につきましても、表示項目ごとの現状ということで、これも前回、おつけした資料でご

ざいます。３ページ目でございますが、これも考え方ということについて、前回、おつけ

しております。それから、４ページ目、これは前回の一番最後のページだったかと思うん

ですけれども、メリット・デメリットというものを整理した表、これを再度つけておりま

す。 

 それで、５ページ目でございますけれども、前回、適用範囲についてかなりご議論いた

だきまして、そこでお出しいただいたご意見、これを事務局の責任でまとめさせていただ

いております。 

 ５ページ目、簡単にご紹介してまいりますと、一番上の話でございますけれども、ここ

は、要は、食品衛生法とＪＡＳ法で定義や範囲が異なっておりますので、それについて議

論すべきじゃないかということ。それから、中間の２つについては、前回の検討会でガイ

ドラインについてご説明いただきまして、そのガイドラインの推進ということが大事では

ないかというご意見かと思っております。 

 それから最後の丸、これは、その一方でいわゆる、今、チェーン化されている店舗の中

では、ある工場で調理したものを提供しているところが多いということだったので、そう

いうところでは情報提供は簡単ではないかというご意見もありましたので、あわせてご紹

介しております。 

 それから、１枚おめくりいただきますと６ページ目、ここも続きでございますけれども、
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一番上の丸でございますが、家族経営のような小さいところまで義務づけるということに

ついては、やはり実行可能性の点で疑問があるのではないかということ。 

 それから、２つ目の丸につきましては、アレルギー表示、これは外食などのガイドライ

ン等により取り組まれているところでございますけれども、こういったものはやはり消費

者としても求める声があるということでございます。 

 それから、３つ目の丸でございますけれども、この前、表示をすれば業務負担が軽減さ

れるという説明をさせていただいたんですけれども、対面で販売されているところという

のは、コミュニケーションの場として大事だということがございましたので、それについ

ての意見を載せております。 

 それから、最後の丸でございますけれども、この検討会の中で実際に有識者の方がいな

い部分もあるということがございますので、別途そういった方のご意見をお聞きする場と

いうのを設けるのも一案でないかということでございました。 

 適用範囲につきましては、大要、このような意見が出ていたかと思っております。 

 それから、７ページ目でございますけれども、前回、インターネット販売、あとカタロ

グ販売についても、あわせてご議論させていただきましたが、いわゆる量り売りとか外食

などと違って、一番上の丸でございますけれども、全く人が介在しないということがござ

いますので、やはりそこは慎重に考えるべきではないかということ。それから、あと自動

販売機についても、いろいろな工夫が要るということで、この辺りについては引き続き議

論をしていく必要があるのではないかということ。最後でございますけれども、ネット販

売とかカタログ販売というのは、食品に限らず、いろいろなものを取り扱っておりますの

で、インストア加工、量り売り、外食などと一緒に議論するというのは難しいのではない

かということでございました。これは特徴的な意見でしたので、別途整理させていただき

ました。 

 それから、８ページ目でございますけれども、ここは適用範囲からもう一歩進んで、ど

のような表示が必要かということでございますけれども、ここは委員のみなさま方、大体、

考えというのは共通しているのかなと思っておりまして、やはり、アレルギー情報に代表

されるリスク情報とか、今日ご議論いただきますけれども、栄養成分に関するカロリーと

か、あと食塩含有量といったもの、これについては表示をする必要があるのではないかと、

そういうものを消費者が求めているのではないかということでございました。 

 前回いただいたご意見ということで、事務局の責任においてまとめさせていただいてお

ります。 

 それから、９ページ目以下ですが、これは前回、ご議論いただいた際に、実態がよくわ

からないと議論ができないというお話がございましたので、できる範囲で事務局で情報を

集めてみたものでございます。 

 ９ページ目でございますけれども、これは外食のガイドライン、前回もご紹介いたしま

したけれども、その取組の状況についての資料でございます。農林水産省と日本フードサ
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ービス協会でアンケート調査をされているということでございます。その結果、左の円グ

ラフでございますけれども、事業者ベースでいくと９割ちょっと、それから店舗ベースに

おいても８割強というところで実施されているということでございます。 

 ただ、前提として考えなければいけないことは、まず、日本フードサービス協会、この

会員は大手の事業者が中心ということでございますので、実際には、おおむねを占める中

小事業者の方というのは、まだまだ取組が遅れているというところがあるということ、例

えば、店舗ベースで原産地表示をしているといっても、いくつかある商品の中でどれかを

していれば良いと。１つでもしていれば丸ということでございますので、実際に店舗に行

ったとしても、全てのものについて原産地表示がされているということではございません

ので、その点を念頭において、ご覧いただければと思っております。 

 それから、10ページ目でございますけれども、こちらは日本生協連が集めたデータを提

供いただいて、それを分析したものでございます。この円グラフ全体が、窓口に寄せられ

るいろいろなお問い合わせということでございます。 

 その中で、赤線で太く囲っているところが、表示に関連するであろうと考えております。

これで見ると、大体半分ちょっとぐらいが表示に関連するものではないかと思っておりま

す。その中では、表示に関連しないのもあるかもしれませんけれども、大体半分ぐらいか

なと思っております。 

 若干、項目の説明がわかりにくい部分がありまして、その下に注をつけているのですけ

れども、一番上に「その他の表示２％」と青い部分がございますが、ここは整理としては、

表示させる事項そのもの、例えば、パッケージに数字が書いてあるのだけれども、これの

意味がよくわからないとか、そういうことの問い合わせを整理されているというふうに聞

いております。 

 それから、一番下の「仕様・設計」というところ、16％、赤いところでございますけれ

ども、ここについては、商品の中身、例えば、この商品に使われている原材料は何がどれ

ぐらい入っているのとか、使っている原材料の産地はどこなのかといった商品の中身に関

するものは、この「仕様・設計」というところに整理されているというふうに伺っており

ます。 

 それから、11ページ目にいっていただきますと、これは先ほど説明したものの経年変化

でございます。平成18年から直近の23年、23年分はまだ集計途中ということで、推計でご

ざいますけれども、ご提供いただきましたので、先ほどの表示に関連するであろうという

項目に限って整理させていただいております。大体、経年変化と、あと件数の状況がわか

るかと思います。 

 経年変化がない項目が多うございますけれども、中に、左から２つ目の原料成分の安全

性とか、一番右の仕様・設計というもの、商品の中身に関するものについては波があると

いうか、下の注にもつけてございますけれども、例えば、平成19年、20年には例の冷凍餃

子の事案があったということ。それから、昨年につきましては、例の福島の事案があると
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いうことでございますので、そういうところについては、やはり消費者のみなさんの関心

が反映されているのかなというふうに思っております。 

 簡単ではございますけれども、以上、私のほうからの説明は終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。 

○池戸座長 どうもご説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明についてご意見、ご質問等がありましたら、ご発言をいた

だきたいと思いますが、この議題につきましては、先ほど言いましたように、前回、委員

のみなさま方に活発なご議論をいただきまして、資料の５ページから７ページ、８ページ

に、その際いただいた主な意見がまとめられております。これは、先ほど事務局からもお

話がありましたように、事務局としてのまとめですので、改めて見ていただきまして、補

足すべき点とか修正意見、またこれを踏まえたご意見等がございましたら、よろしくお願

いしたいと思います。 

 また、本日、資料をご提供いただきました仲谷委員、それから森委員におかれましては、

今の議論と関連してご説明していただくことがございましたら、よろしくお願いしたいと

思います。 

 関連の資料のご説明をまずやっていただいたほうが良いですかね。仲谷委員でも森委員

でも結構です。では、仲谷委員、お願いします。 

○仲谷委員 それでは、食品表示の範囲という観点で少しご報告したいと思います。 

 まず、私どもでいろいろ調査をしまして、小売事業者としてどういう事業規模のものが

多いかというふうなことで調査をいたしました。 

 少し古いんですが、平成19年の経済産業省さんの商業統計から拾ってみますと、資料１

でございますけれども、やはり小売事業としては、小規模のところが非常に多いというふ

うなことがわかりました。 

 それで、表示の範囲ということになりますと、少し議論から外ずれますが、そもそも食

品の表示ということでございますが、これは単にパッケージされた商品を表示対象にする

ということの議論よりは、まず消費者の知る権利と情報を明確かつわかり易く提供する事

業者の責務というふうなことに立ち返ってみますと、やはりパッケージングに表示すると

いうことだけでは、非常に対象範囲も限られてくると思います。小売事業者も店内でいろ

いろな加工をしているわけですけれども、そういったときの表示というのはどうあるべき

かというのを、事業者自らも考えていかなきゃならないというふうに思います。 

 日本チェーンストア協会といたしましては、少しめくっていただきまして、資料４を見

ていただきますと、食品表示にかかわる自主的取組ということで、適正な表示を推進しよ

うということに取り組んでおります。当然、商品の仕入れあるいは原材料の仕入れを通じ

て、その内容を確認し、それを最終商品に反映していくということを行っているわけです

が、基本的には原産地や、原料原産地、特に生鮮品や加工度の低い加工品につきましても

きちんと表示をしようと。それと、お客様に誤認を与える、優良誤認を誘発する表示につ
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いては行わない。そして、お客様の安全安心に関する表示、例えばアレルゲンであります

とか栄養成分につきましては、弁当・惣菜について、積極的に表示をしていこうというふ

うなことを取り組んでおります。 

 それでは、消費者の方から要望されている表示というのはどういうことかと言いますと、

２番でございますが、会員の事業者Ａ社の2010年のプライベートブランドの問い合わせ内

容を見ますと、先ほど日本生協連様の事例にもございましたが、資料２及び３を見ていた

だきますと、やはり一番多いのが使用方法についてのお問い合わせ、２番目が賞味期限・

消費期限に対するお問い合わせ、３番目が原産国あるいは原料の原産地に対するお問い合

わせ、それと商品の仕様内容、購入関連、原材料成分等が、多くいただいている項目とい

うことでございます。 

 具体的な内容をピックアップしますと、資料３にございますように、１行目ですけれど

も、海老とマカロニのグラタンというものについては、レンジにそのままかけても大丈夫

か、トレーが溶けたりしないか、こういう使用方法についてのご確認、賞味・消費期限に

つきましては、賞味期限が過ぎているが食べても大丈夫かと、こういったお問い合わせ、

原料原産地等につきましては、中国産であるが大丈夫かというふうな問い合わせでした。

ですから、以前にも申し上げましたけれども、何を目的として原料原産地をお問い合わせ

いただいているかというところを深く考えていく必要があるんじゃないかと思います。そ

ういったところが主な内容でございました。 

 私ども小売事業者もインターネット等を通じて、Ｗｅｂサイトでの販売をしているわけ

ですけれども、実際、そういうカタログでありますとか、Ｗｅｂサイトを見ますと、やは

り事業者によってかなりばらつきがあって、特にアレルゲンとか賞味期間についての取組

は見られるものの、詳細な商品情報、品質情報についての開示はあまり見られていないと

いうふうな状況でございます。 

 ただ、私どもも実際に取り扱っている食品を見ますと、一般の大手メーカーの食品とい

うよりは、地域名産品とか地場の商品、そういったものをネットで販売するということが

多いわけですけれども、そうしましたときに、そこから提供される情報が果たして正しい

情報かということがございまして、いろんな表示内容、商品情報をチェックするんですが、

結果としてやはりかなり勘違いとか、知見のなさから来る間違った情報であるとか、そう

いったことが多いようでございます。そういったところを、フードチェーン全体でどうい

うふうに担保していくかというふうな国全体としてのインフラ、そういったところの整備

もお願いしたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 では森委員、お願いします。 

○森委員 それでは、私のほうから、食品産業センターとして１枚、グラフをお示しして

ございます。机上配付ということでけれども、その内容について、ご説明したいと思いま
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す。 

 お手元の資料は、大手食品企業９社の平成22年のお客様相談内容ということでございま

す。先ほどの日本生協連さんとか、仲谷委員からご提供の資料にありましたように、やは

りお客様相談の内容でございますけれども、私のほうから提供致しました資料はあくまで

も加工食品についてのデータになります。生鮮品が含まれていないということで、その点

が違うということをご理解いただければというふうに思っております。 

 このグラフのまず左のほうに、「その他」というのがかなり含まれておりまして、約

58％になっておりますが、内容的には、一番下の行に書いてありますけれども、「商品の

販売店に関する問い合わせ」、「企業に関する問い合わせ」、あるいは「ＣＭ・キャンペ

ーンに関する問い合わせ」等、直接、表示にかかわりのない部分というふうにご理解いた

だければというふうに思います。ですから、その右の「商品名」からずっと右下のほうの

「ＨＰ記載内容」までが、表示にかかわる部分であろうと、一応、私どもは理解してござ

います。 

 その表示にかかわる部分をごらんいただきますと、やはり一番多いのは「期限表示」、

賞味期限とか消費期限といった内容のものが多くて、次に「使用方法」についての問い合

わせといったもの等々、いろいろございます。 

 先ほどからも触れられている「原料原産地」につきましては、ここにお示ししましたよ

うに、加工食品では１％程度ということで、それほど多い問い合わせではないと考えてご

ざいます。その辺が大きな違いではないかというふうに思います。 

 なお、このグラフの件数ですけれども、平成22年、９社のデータを集計したものでござ

いまして、１社平均問い合わせが大体38,000件ということでございますので、量的にはか

なりのデータからの結果であると言えるかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 ただいまのお二人の委員からのご説明も含めて、全体として、前回に引き続きまして、

ご意見等ございましたら、どうぞ。 

 鬼武委員。 

○鬼武委員 先ほど事務局の方が説明されたことに少し補足をさせてもらいます。今、お

二人の委員からいろんなお問い合わせに対する解析と説明がございましたので、私のほう

もそれの点で日本生協連のデータについて少し補足をさせていただければと思います。 

 資料１の10ページをご覧ください。 

 私ども生活協同組合は、メンバーシップということで、まず、組合員になっていただい

て、それでお店で購入する、もしくは共同購入ということで、自宅のほうに配送するよう

な、そういう２つの仕組みで商品を流通・販売しております。 

 そういう中で、多分、他の一般的な小売の業態と少し違うこともあるかもしれませんけ

れども、10ページ目の相談窓口、サービスセンターというところに来る問い合わせで多い
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のは、私どもの商品を以前購入したけれども、もう一度同じ商品を買いたいとか、そうい

うことがやはり一番多くなっています。 

 それから、表示に関係する件ですけれども、表示を満足していない部分として、個別に

いろんな形で仕様なり設計なり細かく聞いてくるのが２つ目で、それから、私ども商品に

ついての品質のところで問題が発生したということで、商品苦情というようなことが順番

になっているのであろうという概要であって、そういうふうにまず10ページのほうは見て

いただければと思います。 

 それから、具体的に11ページのほうですが、これは消費者庁の方にグラフにしていただ

きましたので、これで何が一番言えるかというと、私どもの商品で言うと、カスタマーと

いいますか、消費者の方が満足している点はというと、アレルギーとか栄養とか、棒グラ

フの低いところはやはり満足していただいているのだろうというふうに、私どもは解析し

ております。と申しますのは、栄養成分については、原則、私どもコープ商品について、

全部、栄養成分表示をしておりますので、ですから、それについてはあまり問い合わせが

ない。アレルギーも法律上の表示をしておりますし、わかりやすく絵表示みたいな形でし

たりしておりますので、それも問い合わせが少ないのであろうというふうに思っています。 

 一方、表示でどこまでカバーできるかわかりませんけれども、原料の成分の安全性、仕

様設計について、その時々の事件、事故なり世の中で非常に関心の高いテーマというのが

メディアで報道されたりすることがあります。それに対して日々お問い合わせが朝から鳴

り続けるということで、そういう面からすると、原料成分安全性、仕様・設計というのが、

表示一つで任意なり義務ということで、カバーがなかなかできない部分で、これはやはり

消費者の満足からしたら、我々としても、難しいでしょうけれども、落第じゃないかとい

うようなことだというふうに解析できると思います。 

 中くらいのところで、まだ改善の余地がある。使用方法については、個別の商品にいろ

いろ書いてはいますけれども、これについてはケースバイケースで、組合員の方というか、

消費者の方がいろいろと判断の仕方が違ったりしますので、使用方法について、やはり表

示だけでは満足できないので、問い合わせが来るのであろうと思います。 

 それから、義務表示になっている賞味期限、消費期限については、私どもも工夫はして

いるのですけれども、先ほど仲谷委員からもありましたけれども、開封した後に食べられ

るかとか、もしくは何年何月何日の記載表示を原則としており、商品によっては年月とい

うような形で日付も入れていますが、印字の方法によっては数字だけが６けたなり８けた

ということで、点を打った表記で年月日が省略される場合があります。その場合に、この

数字が何を意味するのかということで問い合わせが来るということで、賞味期限なり消費

期限ということについて、やはりまだまだ満足できないので改善しなければならないとい

うようなことで、そういう形が全体的な表示に対する傾向にあると認識しています。 

 私どもこういう形で日々お問い合わせが来ますので、それに基づいて、任意ベースで商

品の分類として改善ができるもの、もしくは表示だけでは改善が済むものではありません
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から、商品設計を変えることによってその辺の問い合わせを減らすということもできると

いうような、総合的な取組ということで、表示については月単位で、大体、こういうお問

い合わせの中から、あと表示にできる可能性についても分析・検討・改善をしているとい

う次第であります。 

 少し概要を申し上げましたが、そういう点から言うと、賞味期限なり使用方法について

は満足していないですし、これは表示の上では改善が必要であろうということです。アレ

ルギー、栄養成分については、逆に言えばきちんと書かれているので、そんなに多くの問

い合わせはないというふうに解析できると思います。 

 以上です。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 全体を通じてどうでしょう。どうぞ、山根委員。 

○山根委員 表示義務の適用範囲ということで言いますと、やはりインターネット、カタ

ログ通販、それからテレビショッピング等も広く対象にすべきだと思っています。どこの

何がどれだけ入っているかという表示よりも、アピールしたいことだけを表示して購入を

あおるようなことが実態としてありますので、そういったことが改善されないとならない

というふうに思っています。 

 それから、たびたび言っていますが、議論の対象にアルコールを入れていただきたいと

いうことです。ノンアルコールビールやカクテルというのが続々販売されていまして、表

示問題、これからも増えると思いますので、ぜひ消費者庁で一元的に取り扱っていただけ

るようにと思っています。 

○池戸座長 ありがとうございます。 

 その他。では、右のほうから順番に、森委員から。 

○森委員 同じく資料１の７ページ目の自動販売機のところです。２つ目の丸がございま

す。「自動販売機での商品購入に際しては」という部分でございますが、ここにおられる

委員の中には自販機関連の方がおられませんので、私も詳しいことはわからないんですけ

れども、どうも自販機の中には、必ずしもメーカーが持っている自販機ではない、個人商

店のオーナーが個人でお持ちの自販機とか、それから商店とかそういう商いを全くやって

いないで、本当に個人の方も相当、自販機を所有しているというようなケースがございま

す。そういった、この前も申し上げました多様な実態がございますので、その辺もありま

すということも、ぜひこの丸の文章につけ加えておいていただきたいと思っております。 

○池戸座長 ありがとうございます。 

 それでは、丸山委員、どうぞ。 

○丸山委員 前回、出された意見を整理していただいて、大変わかりやすくなったかとい

うふうに思います。ありがとうございます。 

 表示そのものはどうしても表示、いわゆる商品に直接くっついている表示の関係をどう

するのかというようなことと、それからそれ以外をどうするのかというようなことで、組
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合せで考えなきゃいけないと思いますけれども、どうしても商品にくっついている部分で

言えば、スペース等の限りもありますので、必ずやるべしということについて、どういう

中身であるのかということについては、義務づけでもありますので、考えなきゃいけない

というふうに思いますが、もう一方で大切なのは、例えばガイドラインであるとか、それ

からそれぞれのところでの任意表示の考え方だとかというようなところで取り組んでいる、

そういう努力をしている、業界や各社のところで水準を高める努力をしているものについ

て、評価するとか、それから義務ではないけれども、こういうようなものをすると良いと

いう推奨であるとかというようなことが、ある意味で言えば、いわゆる法律で、ねばなら

ないという部分よりも、大変大切だというふうに思います。そのほうが、日本の業界の構

造、いわゆる中小も含めてどういうような、全体のレベルを上げるのかということで言え

ばとても大事だというふうに認識をしておりますので、そういう部分で、全体でどういう

ふうにするのかというようなことも考えたほうが消費者の利益になるのではないかという

ふうに思います。 

 そういう中で、前回も言いましたけれども、アレルギーの関係については、大変困って

いる人が増えていますので、それについてはどうにか対応していただきたいというような

ことが一つです。 

 それからもう一つは、特にネット、カタログ、特にインターネットの関係については、

大変利用は爆発的に拡大をしておりますけれども、いわゆる商品というのは３種類ぐらい

あると思うんです。つまり、品質がブランドと関係なく一定していて、大きな差がないも

のというのは、それこそ例えば砂糖のようなものであるとか、塩のようなものであるとか

というのは、どこのメーカーであろうと、あまり関係なく安心して購入はできるというふ

うに思うんです。また、大手さんの商品、メーカーは言いませんけれども、そういうよう

なものであればどこで買おうと、これはこういう味だということが想像でき、間違いがな

いということで安心できると思う。 

 インターネットの通販のところで売られているものというのは、どちらかといえば大手

さんのもの以外のものが大変多くて、その辺のところがよくわからないという関係があっ

て、知らない商品を買うときに、いわゆる当たり外れが大変大きい。場合によってはすご

くだまされたというふうに思ってしまう部分があるので、そういうようなところについて

はしっかりと充実をしていかないと、買い物のたびに大変がっかりしたというか、場合に

よっては健康被害を受けるような状態になってしまうようなことでもありますので、特に

インターネットのところについては、さらに取り組むというようなことが必要じゃないで

しょうかというふうに思います。 

○池戸座長 ありがとうございます。 

 どうぞ、中村委員。 

○中村委員 今日の第４回検討会における委員の意見概要で、きれいにまとめていただい

たことについては感謝したいと思います。 
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 ただ、その中で、１つ２つ気になるのは、今の自販機の件でも、自販機というのは２種

類あると思うんです。缶なんかが入っている自販機と、濃縮液が入っていて、それを買う

のとがあって、それは消費者にとっては、特に濃縮液の場合はわかりにくいわけです。そ

このことが一つあるんじゃないか。 

 それから、正確な表示の確保が困難な分野とか、そういう話がちょいちょい出てくるわ

けですけれども、これは、前回の発言は間違っていたなと思って大変反省しているところ

なんです。何を言いたいかといいますと、食品の表示の目的については、食品を消費者が

購入することによって、食品を生産する者と食品を流通させる者、全て関係者の利益につ

ながるという、こういう性格ですから、消費者の権利である利益を尊重して、消費者が求

める全ての情報を出していくということに、僕は表示の目的があると思うんです。 

 その際、私が間違っていたと思うのは、食の安全について、食品衛生法とか食品安全基

本法とか、食の選択に関するＪＡＳ法とか、関係法令が守られているということが前提に

なっているわけですけれども、12月５日に厚生労働省が、10社が販売した調味料の核酸が

違っていたとか、核酸の問題、あるいは12月22日の厚生労働省の発表で、１社のビタミン

と酵素がそれぞれ未承認の遺伝子組換えの添加物が販売していたというようなことになる

わけでして、私は、きちっとみなさんやっておられて、その上に立って表示の議論をして

いると、こう思ってきたわけです。けれども、こういうように、遺伝子組換え技術を使っ

た添加物について、わからないで使っているとかということになれば、今、売っておられ

るもの自体を疑わざるを得なくなってくる。そうすると、ここで議論している、消費者の

権利を守っていくという観点から言うと、何か非常に残念な事態じゃないかというふうに

思います。だから、表示の拡大という観点から言うと、極端なことを言えば、遺伝子組換

え技術を使った全てのものを表示してくれなんていうことを言わざるを得ないんじゃない

か、こう思っています。 

 だから、表示の拡大適用範囲についても、ここの議論だけじゃなくて、そういう守られ

ないことがあるのであれば、それは全て消費者の求めることを表示してほしい、こう申し

上げたいと思います。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 今までご意見が出た中身についてでも結構ですので、その他の委員の方いらっしゃいま

したら。 

どうぞ、二瓶委員。 

○二瓶委員 消費者の方々が望む表示といいますか、情報は非常に多岐にわたって、ボリ

ュームもあるかと思うんですが、いずれにしてもそれを義務表示という形で実現するには、

おのずとどうしても制約が、これは今までも議論が出ていますけれども、全て実現するの

は非常に難しいと思いますし、やはり優先的なものを確認してやっていくということにな

ろうかと思うんですけれども、そこで表示をする事業者側と消費者側で何か矛盾があって

とか、利害関係が対立するというふうに、私はとらえるべきでもないし、事業者側として



 13

もできるだけ情報提供を正確にやっていく。その中でも、義務表示とされているものにつ

いては、適正表示をきちんとやっていくというのは、これは当たり前の話ですし、今、ご

意見がありましたけれども、不適正な表示があると、それは当然、行政指導なり処分があ

って当たり前の話ですので、それはそれで適正化をきちんと推進していくということです

が、限られたスペースなり制約条件から言うと、先ほど丸山委員からもありましたけれど

も、全てが表示でカバーできるわけでもないし、アレルギーについて、優先的な表示項目

にしようというのであれば、それはそれで様々な手段、方法でやっていくべきだろうとい

うふうに思います。 

 前回、私のほうから日本惣菜協会のガイドラインについてご説明する機会をいただきま

したが、各業界共通していると思うんですけれども、大手から中堅あるいは零細というよ

うな企業規模もありますし、今日も資料でいろいろ触れられていますけれども、家業的、

生業的といいますか、家族経営のようにやっている規模も、食品関係では多々あるわけで

す。全体の底上げを図るということ、できれば、様々な実行可能な方法を駆使して、多角

的、重層的な方法を駆使して、消費者の方にできるだけ詳細に情報をお伝えするという取

り組みは、依然として大事だし、これからもっともっとそういう面でみなさんもぜひ推奨

していただいて、あるいは指導していただいて、各界、各食品業界でさらにそういった活

動を推進できるような環境をつくっていくというのが大事じゃないかというふうに思いま

す。 

 そういう意味で言うと、実行可能であるという、そういう表示項目、あるいは適用範囲

というものについて、きちんと議論を一方でなされないと、総花的（そうばなてき）に適

用範囲をどうのこうのと、なかなか断定的な意見を出しづらいというような状況でござい

ますので、多くの食品事業者が適正かつ持続可能な方法で義務表示をきちんと守っていっ

ているというような適用範囲のあり方ということについて、ぜひ念頭に置いていただきた

いというふうに思います。 

 以上です。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 どうぞ、堀江委員。 

○堀江委員 私もその適用範囲にすごく賛同するんですけれども、仲谷委員からご提供い

ただいたブランド商品に対する問い合わせのところを見せていただいても、例えば同じ加

工食品といってもすごく範囲が広いので、はちみつなんかはどこ産のものかなという心配

があるかと思うんですが、あとそれからお魚とか肉とか、目の前のお弁当のものはどこの

ものかというものがあるかもしれませんが、ここのすりゴマですとか、ジュースとか、こ

れも問い合わせがあるのかと思ったんですが、前回お示しいただいたときにも、例えばゴ

マですと、何カ国も、５カ国ぐらいのそこのうちのどれかだというような、そういう表示

方法もあるという案もあるようですけれども、これは品質を一定にするためにいろんな国

のものが入るのに、その都度どこの国という表示はなかなか難しいと思いますので、やは
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り無理のない、業者もできるような、そんなことも考えていかなくちゃいけないと思って

います。 

○池戸座長 上谷委員。 

○上谷委員 先ほどのご発言について同感ですが、義務化によっていろいろ拡大する中で、

私たちは消費者という幅が、とても消費生活関係を勉強していらっしゃるグループの方と、

何も興味を示さない消費者との差って大きいと思うのです。 

 そういう中で、消費者という部分をどこのところに目線を置いてやるのか。消費者、一

般的な何も知識のない人が見たときに、何が一番表示として必要なのか。そういうところ

が気になるところで、事業者側にあっても、実行性ができるのかという部分も大企業、中

企業、小規模なところがあると思うんですが、そういうところで、本当にそういう年間の

食材の動向とかいうものを含めたときに、中小企業、小規模なところが、大手と同じよう

に動けるのかというところを含めて、できるようにしていただければ良いけれども、でき

るように努めるにはどうしたら良いかという手だてを考えていかないといけないんじゃな

いかと思うんです。 

 消費者の商品選択に資することについては、目的としてはごく当然であるのですけれど

も、事業者、それから製造者、ここの中にあまりたくさん入っておいでになりませんけれ

ども、そういう意見も入れていかないと、日々変わるものの中の表示ミスということの一

言で、もし何か起こったときにそれをやり過ぎてしまうという体制づくり、そういうこと

が大事になってくるのかなというふうに思っております。 

 拡大するという中になりますと、表示というのは、先ほどありましたが、チェック機関

というものも出てくる必要があるのかなというふうに思います。 

 それから、先ほど生協さんからのご報告がありましたけれども、私も組合員の人たちと

いうのは、本当によくいろいろと敏感に知っているのだなと。ただ、この組合さんでこの

数字であれば、全く日常、食に関係しない人たちは、何か起こった場合にはそれ以上に危

機感を感じるのじゃないだろうかというふうに思っております。 

 そのようなことから、ある程度情報の提供ということを、一般の消費者、ここを分けち

ゃいけないのですが、そこのところをどこに目線を置いて、何を表示するかということを

歩み寄りながら決めていき。実行可能なものからどんどん入れていくということをやって

いく必要があるのではないかというふうに思いながら、先ほど日本チェーンストア協会さ

んのデータの図と、それから生協さんの問い合わせの図を拝見させていただきました。こ

ういう状況であれば、この先の問題ですが、栄養成分でもここまで徹底しているのであれ

ば、義務化も可能であるのではないかなと思いながら見せていただいた次第です。 

 以上です。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 迫委員。 

○迫委員 ２点ほど意見を言わせていただきます。 
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 まず１点目は、インターネット販売についてでございます。 

 これは、カタログ販売、インターネット販売、これについては、かなり実行性を確保す

るという意味では難しさがあろうかとは思うんですけれども、その実態が見えない中で販

売されている。しかも、そういう中でかなり危険な状況、先ほど丸山委員からもありまし

たけれども、そういう状態もあるのではないかということからすると、改めてこの適用範

囲についてはきちっと考える必要があるのではないか思っております。 

 それから、もう一点、アレルギーに関して申し上げさせていただくと、命にかかわる方

がいらっしゃること、その辺の情報について、十分、私どもの委員の中に持ち合わせてい

ない場合があるのではないかということからすると、意見聴取の場もとっていただくこと

が望ましいのではないかと思います。 

 以上です。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 手島委員、どうぞ。 

○手島委員 今回の食品の表示の適用範囲なんですけれども、オンサイトで販売されてい

るものに関しましては、優先順位をつけるということ、それからそれがどれくらい守られ

るのか、実行可能な範囲の中で優先順位をつけるということだと思うんですが、先ほどの

鬼武委員の説明にございましたけれども、実際に今の容器包装されたものでは、アレルギ

ー関連とか栄養成分に関してはかなり、比較的徹底されているというふうなことがありま

すので、これらに関しては、健康影響ということもありますし、かなり優先順位をつけら

れるようなものではないかというふうなことを考えます。 

 それから、インターネットとか自動販売機というのは、非常に、現実、難しい状況では

あるかと思うんですけれども、やはりでき得る限り表示はしていくというふうな形の方向

でいくのがよいのではないかというふうに思います。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 その他どうでしょうか。どうぞ、森田委員。 

○森田委員 ２点あります。 

 １点目は、表示の適用範囲のことについてなんですけれども、今回の資料はよくまとめ

ていただいているんですけれども、まずインストア加工とか外食とか、今、義務表示の適

用範囲でない部分の前に加工食品の表示項目があって、後半の事例では外食の原料原産地

などで適用事例が混ざって書かれていて、ですから、ガイドラインとか自主的な取組とい

うのがちょっと見づらい感じがあります。その中でガイドラインについて、今まで事例に

上がっているものというのが、外食ですとか惣菜があるんですけれども、加工食品の業界

の中で、例えば消費者にとって毎日食べるような身近なもの、お豆腐ですとか油ですとか、

そういうものに関しては、業界団体の中で、消費者が情報がもっと欲しいというときに、

原料原産地に関して、業界の中でガイドラインを決めていただいて、そしてわかりやすい

表示をリードしていただけないでしょうか。可能性表示等で４カ国とか５カ国で義務付け



 16

されるよりはずっと良いと思います。今までもお話の中でもありましたように、自主的な

取組をそうやって推進していくことで、消費者の利益につながるのではないかと思います。 

 それから、２点目ですけれども、先ほど添加物、12月５日の遺伝子組換え食品の添加物

のお話がありましたけれども、そもそもあの食品添加物に関しては、遺伝子組換え微生物

を用いた添加物であり、遺伝子組換え添加物ではないわけですから、そこの部分が誤認さ

れているというところもありますし、そういったことが起こるたびに、その食品衛生法の

違反の部分を消費者の知る権利として表示に対する要求として置きかえられるというのは、

そこは分けて考えるべきだと、私は思っております。 

 以上です。 

○池戸座長 仲谷委員、どうぞ。 

○仲谷委員 意見というより、再度ちょっと確認したいなと思うんですが、表示を行うこ

とのメリット・デメリットということがページ４に書いてございます。 

 私の地域の中では、例えばパッケージに表示されていない品質情報、商品情報の提供と

いうことも、いわゆる法体系の中で確かあったというふうに思います。 

 そういった意味から言うと、先ほども申し上げましたけれども、いわゆる提供すべき情

報、それは当然、消費者の知る権利に基づいた提供すべき情報は何かという見方と、パッ

ケージに義務的に表示すべき情報というふうな議論というのがあると思うんですが、現在

行われているのはパッケージに表示すべき、義務化すべき情報という理解でよろしいんで

しょうか。例えば、生鮮品であれば、産地というのは、販売物の近辺に産地表示をしなき

ゃならないとか、これは情報提供の話であって、必ずパッケージではないわけです。そう

いったことも含めて、そもそも消費者に提供すべき情報というのがあって、それは１つは

パッケージに表示をする、あるいは店頭で販売員がいるから聞けば情報提供を受けられる、

したがって、パッケージに表示する必要はないんだということであって、提供しなければ

ならないということについては変わらないというふうに理解をしているんですけれども、

その辺は間違っているんでしょうか。 

○池戸座長 今のご質問というか、確認というのは、今の実態の話があって、それで事務

局で整理していただいた１ページ、２ページに法律上のところ、丸バツがありますよね。

今、そこの議論をこの場でさせていただいているかと思うのですが、その中で、今までの

現状を踏まえて、では、どうすべきかという、そういう考え方でご意見をいただければ良

いかと思うんです。 

 どうぞ、市川委員。 

○市川委員 私も確認をさせていただきたいんですが、今回の一元化のこの表示をつくっ

ていく目的のところが、まだきちんと私たちのこの中で、こういう目的でつくっていきま

すという共通認識がまだできていないように思っていて、個々の部分を積み上げていって、

できたもので目的をつくっていくのか議論が振り出しに戻るようなんですが、私たち、今、

ここでどのように理解しておけばよろしいのか。確認させていただきたいんです。 
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○増田課長 議論の進め方ですけれども、前回もそういったご指摘があって、各論に入っ

ていくと、むしろ最初の目的等の議論をしないと、なかなか結論が出ていかないんじゃな

いかというご意見がありました。 

 私どもとしては、１つはそういった前回の趣旨も踏まえて、今回、これまでの目的等に

ついての議論に対するみなさんの議論を整理した表を参考でお出ししております（資料

３）。ただ、整理したねらいなのですが、今までの議論を整理させていただいて、みなさ

んにも今までこんな議論があったとか、あるいは様々な考え方があるということは、ご理

解いただきたいと思っております。一方で、目的なら目的にしても、議論をして直ちに論

点が一点に集約されるのかというと、それもおそらく、かなり難しいのだろうなと思って

おります。 

 そういった意味で、今、事務局として考えておりますのは、今まで議論してきた目的等

について、みなさまからの様々な意見を整理させていただきました今回の資料をご覧いた

だいて、みなさまには、とにかくいろんな意見・考え方があること、それによって、ある

べきであろう表示の目的等も、少なくとも、みなさんそれぞれ合理的に考えていろんな選

択肢があるということを、まず再認識していただければということです。そういう意味で

は、各論も、意見が分かれるところはあると思うんですけれども、どんな考え方があるか

というのを整理したいということ、もう一つは、なかなかこの場だけの議論でいきなり集

約というのも難しいということにご理解をいただけないかと思っています。また、議論の

過程において、幅広く一般の方の意見を聞くべきというようなご指摘もありましたので、

中間論点整理の際には、まさに論点の整理として、様々な、個々の論点というか、個々の

点については、例えば目的について、こういった考え方が委員の方々から示されておりま

すというようなことを、できればカテゴライズして提示するのが良いんだと思います。そ

ういった意味では、その一般の方にご意見を聞く段階では、検討会の意見はこうですとい

ったものではなくて、様々な考え方、もちろん、合理的に考えてこういう考え方はあるの

ではないでしょうかというものを示した上で、広くご意見を聞いて、その意見をもう一度

この場にご報告させていただければと思います。その上で、全体としてどういう方向をと

るのが最も望ましいのかといった点を議論させていただけたらと思います。 

○池戸座長 鬼武委員、お願いします。 

○鬼武委員 もう４回なり５回ということで検討会が進んできたので、仕方ない部分はあ

りますが、現状のいろんな食品パッケージ上の義務表示になっている、例えば食品添加物

表示は、昭和50年ぐらいでしたか、それまでの76品目から全面表示に切り変わった、その

ときの経過があって、それが今に至って義務になっていて、食品添加物の表示の一つの事

例ですけれども、それが消費者なりこの委員の中でどれぐらい役に立っているのかとか、

意味があるのかとか、私は一番最初から言ったのは、現状の各ラベル表示項目、義務表示

になっている項目についてレビューをしないと、意見を交わさないといけないのではと認

識しています。これまでの本検討会では総論と各論が入り乱れて議論がなされており、各
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論の部分で前回は原料原産地だというようにある意味で集中的議論ができていない。今回

は多分、栄養成分表示ということになるけれども、また個別の各論にいくとそこで陥って

（おちいって）、一方表示全体の義務化で栄養成分表示どうするのだという話になって、

なかなか議論が発展しない。私はそれよりも、現状でのレビューが食品添加物なりで行わ

れること、日本生協連を例に挙げると期限表示も顧客としては満足していない部分がある

だろうし、消費者庁でも期限表示や加工食品の原料原産地表示については現行の制度は不

十分という認識にたって意見交換会やパブリックコメントを実施して現行制度の改善する

余地があるか否かの検討を行っていると思われます。 

 そういう現状の問題点について消費者庁事務局から提案してもらわないと、委員として

はこれまでの議論では義務表示の各項目が実際にどう役立っているのかというのは非常に

見えづらいということがあって、今後、どこまで義務化の範囲や項目を拡大し、一方事業

者の努力による任意表示でやったらどうかということになるから、私はもう少しそういう

具体的内容を提示していただきたい。今までやってきた、例えば期限表示もどういう目的

で入ってきて、今、消費者庁としては、これは今、加工食品に全部入っているから満足し

ているのですか、改善することはないのですか。もしくは、販売形態としてインターネッ

トや通販・カタログ・チラシ等まで広げたいのであるならば、そういうふうな考え方があ

るとか、そういうふうなディスカッションできるような形があって、足りない点は何かと

いうような形で討議が前進し、本検討会で合意も得られるでしょう。繰り返しになります

けれども、そういう表示に対するレビューがないと難しいのかなというのは、最初からず

っと思っている点です。今からどうやって検討会の後半戦のところでやっていくかはわか

りませんけれども、少し個別の義務表示のレビューをやっていったほうが良いと思います。 

 以上です。 

○池戸座長 では順番に。田﨑委員、どうぞ。 

○田﨑委員 後半で目的とかの議論があるので、そちらでもお話しできればと思いますけ

れども、今の鬼武委員からお話がありました、その方向での議論には賛成です。 

 現在の食品衛生法とかＪＡＳ法で義務表示されているものについて言えば、新法におい

ても、表示を義務化すべき項目、例えば安全性のための表示とが、まず初めに挙げられる

べきだと思います。消費者に知ってほしい内容については、事業者の経済性とか、そうい

ったものに左右されずに表示すべきものと思います。その際の食品衛生法の製造基準とか

成分規格とかに密接に関連する表示については厚生労働省の専門委員会で検討されている

とかが優先されるべきでしょう。 

またＪＡＳ法についても、個別の表示基準がそれぞれ定められている中で、それを新

法でどういう扱いにしていくのかという議論が必要なのかなと。先ほどの報告の中であっ

た期限表示についても、消費者がわかりにくい部分があるのであれば、そこを深く検討す

ることも必要です。 

 以上です。 
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○池戸座長 いいですか。 

○二瓶委員 鬼武委員が仰ったようなことと似たようなことを私も言ったつもりなんです

けれども、何か、何度か同じような趣旨の意見のところにまた戻るのかなと思うんですけ

れども、食品表示の一元化というのは、やはり消費者にとっても事業者にとってもわかり

やすい制度として、現状の法体系を一元化していくということ、その前提として現状につ

いてのレビューをちゃんとやっていくというご意見に賛成でして、新たに義務化するとか

新たな制度をつくる、それから拡大するというようなことについては、もっと腰を据えて

やらないと、この食品表示の一元化そのものが、仮に６月までに何とかまとめるというの

であれば、今日で５回ですから、もう非常に厳しくなっているというふうに思わざるを得

ないんです。 

 ですから、個別の課題をその都度議論したり、また、新たな一元化の食品表示の法律に

ついての適用範囲とか目的についてまたやっていくという、何かジグザグで進んでいるよ

うな気がしてならないので、先ほど鬼武委員が仰ったようなところに立ち返るべきじゃな

いかと、私も思いますので、同じようなことで恐縮ですけれども、そのように意見を述べ

させていただきます。 

○池戸座長 山根委員。 

○山根委員 今日、中村委員と連名で、意見書も出させていただいています。 

 目的に関しては、その他のところで、多少議論ができるというふうに聞いていたので、

そこでと思っていたんですが、とにかくみなさんも仰っているように、まず大事な理念と

か目的とかの議論、それもなしで進んできて、もう中間整理ということで、本当に多くの

方からどうなっちゃうのという心配の声が私のところにも届いていますし、いろんな団体

からのそういった提言なども消費者庁にも届いているはずだと思っています。 

 みなさんが仰るように、このままどういう方向で10回まで進むのか不透明ですし、とに

かくこの一元化というのは、消費者庁発足の理由の一つにもなったことですし、どういう

方向でいくのかというのは大変注目されていることです。しっかり原点に立ち返って目的

からの議論をしていただきたいというふうに思っています。 

 委員の方にはこの資料を読んでいただければと思うんですけれども、このままでは本当

に、ただたくさんの意見が出ましたという中間整理点になってしまって、その後の議論は

また別途つくる検討会か何かにゆだねられるのかなと、そんな気もしていますけれども、

きちんとこの検討会でまとめるべきところをまとめて進めていただきたいと思っています。 

 とにかく中間整理の前に、もう時間も限られているとは思いますけれども、きちんと目

的だけは共有して進めたいと思います。それには、ここにも書いたように、やはり食品表

示が何のためにあるのか、それは消費者のためにあるということで、きちんと明言してほ

しい。それで、消費者の権利という言葉もきちんと目的に位置づけてほしいというふうに

思っています。 

○池戸座長 時間が大分過ぎてきていますし、それで、目的の考え方ですね、これも最初
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の検討会から議論し、時間がいつものように足りなくて、時間外でもまたみなさんのご意

見もいただいたという形になっているかと思います。 

 いずれにしても、この検討会としては、最終的には、ここのところはある程度の方向性

を出さなければいけないということだと思います。あとは、今、いくつかご心配のご意見

が出ましたが、どう効率的に、かつ実質的な実効ある中身にするかということかと思いま

す。そこの議論について、今日も大分いろいろなご意見をいただきました。いずれにして

もこの表示制度そのもの全体を一元化するということは、なかなか今までこういう議論が

なかったので、１回レビューしてみようと。特に個別表示制度の議論についてはもちろん

これまでの検討経緯があり宿題みたいな形になっていますので、そこはそこで頭に置いて

おく必要はあるかもしれませんが、実際は表示制度全体としてどうかというところを頭に

置いてご議論いただく形になるかと思います。 

 ただ、この点につきましては、委員全員がみなさん各々のご説明があるかと思います。

しかも、同じ方向でというんじゃなくて、かなりいろんなご意見もございますので、それ

をどうやってまとめるかという話になってくるかと思います。そこは、おそらく事務局の

ほうとして、最終の姿をここの検討会としてどういう形で出すか、そこがはっきりしてい

かないと、なかなか我々の委員としても、まとめ方について最終的な、我々としての任務

も果たせないので、そこら辺をある程度明確にすることを前提とした形で議論させていた

だければと思います。 

 それで、今、範囲の話になったのですが、前回の意見も含めて、実質的に消費者にとっ

て非常に役に立つ表示で、かつ企業のほうも努力するということ。すなわちどこまで実行

可能性を高めることができるかという、そういうようなことも頭に置かなきゃいけないの

ではないかと思っています。 

 さっき、もう時間がないので、仲谷委員はご説明しなかったのでが、多分、業界のほう

でインフラの問題とかいろいろと、そういう問題も一緒に解決しなきゃいけないという話

も、資料の中に載っていたかと思います。 

 それからあと、ネットの話とか、それから今回、惣菜のほうは委員として入っていただ

いてますけれども、外食分野のご専門の人も入っていませんので、業態によって状況がか

なり違いますし、目的としては消費者のためにどうすべきか、どこまでできるかという、

そういう内容についてまた幅広く意見をいただける形で議論するということかと思います。 

 すみませんが、もう30分以上、予定よりも遅れていまして、今日１つは、栄養表示のほ

うの議論、審議をしていただくということになっておりますので、そちらのほうに移らせ

ていただきたいと思います。 

 これは資料２について、まずご説明いただきたいと思いますけれども、進め方としては、

最初は区切って議論していただこうかと思ったのですが、時間の関係もございますので、

事務局のほうでは一括してご説明いただければと思います。これにつきましては別添でつ

いているかと思いますが、別途の栄養成分表示検討会で今まで議論されてきた経緯がござ
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います。当初は、そこの経緯についてまずご理解していただいて、あとそこで出されてい

る個々の課題、それについてそれぞれご説明していただいた上でご意見をいただくと、そ

ういう段取りだったんですが、時間の関係で一括して、事務局のほうでご説明をまずいた

だきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○平山企画官 では、私のほうから、資料２につきまして一括してご説明申し上げます。

栄養表示の義務化に向けた検討についてでございます。 

 １枚おめくりいただきますと、目次がついてございまして、さらに１枚おめくりいただ

くと１ページ目、これは現在の栄養表示制度についての概略でございます。特に、一番下

のところです。５項目あるのですけれども、誤差の許容範囲、プラスマイナス20％、これ

が認められているというところでございます。 

 それから２ページ目、これは去年まで栄養成分表示検討会を消費者庁で開催しておりま

したが、去年の７月、報告書を取りまとめておりまして、その成果を踏まえて、今日ご議

論いただこうと思っているところでございます。 

 それから３ページ目、これは、今、ご紹介した検討会での一定の成果ということがござ

いまして、今、栄養表示でその５項目が表示されてございますけれども、そこの左側のと

ころ、これは一般表示事項、この順番にエネルギー、いわゆるカロリーです。たんぱく質、

脂質、炭水化物、ナトリウムと、こういう順番で書いてございますけれども、その優先度

を再度見直してはどうかということで検討を行いました。その結果、今、５番目にナトリ

ウムがありますけれども、やはり重要だということで、順位を上げて、例えば２番目に持

ってきてはどうかということを考えております。脂質、炭水化物は引き続き重要というこ

とでございますので、今まで２番目に置いてあるたんぱく質を５番目に、と考えています。

ですので、２番目と５番目を入れかえると、こういった見直しをしてはどうかというのが、

検討会の一定の成果だったわけでございます。 

 それから４ページ目、ここが今日のご議論の中心というか、それを概観したものでござ

いますけれども、引き続き、栄養表示の義務化に向けてはいろいろな課題があるというこ

とで、それらの課題について検討すべきということでございました。以下に掲げた主に４

つ、この点についてご議論いただいて、方向性を固めた上で、義務化に向けて進んでいく

ということかと思っております。 

 １つ目が、いわゆる誤差の許容範囲の見直し。先ほどプラスマイナス20％と申し上げま

したけれども、そこについては柔軟でかつ合理的なものを設定できないか。 

 それから、誤差の許容範囲というところでもおさまり切らない。場合によっては、事業

者にとっては実行可能性の高い表示というものが他にもあるのではないかということのご

検討。 

 ３つ目の丸は、「栄養の可視化」とございますけれども、要は、一般の方にもわかりや

すく、そして活用していただきやすい表示方法というものはどういうものかということの



 22

検討が大事かなと。 

 それから４つ目の丸でございますけれども、表示義務の適用範囲ということで、いわゆ

る中食とか外食といったものについてはどうかということとか、小規模な事業者の方まで

適用するかという範囲についての検討でございます。 

 以下、簡単に項目に区切って資料を用意してございますので、順次ご説明申し上げます。 

 それで、５ページ目でございますけれども、これは最初の誤差の許容範囲の見直しとい

うことでございまして、問題点、課題につきましては、前回の報告書ベースでまとめたも

のでございまして、検討の方向性ということでございますが、例えば３つの案を考えてご

ざいます。 

 例えば、Ⅰでございますけれども、現行、誤差の上限・下限は両方設定しているのです

が、例えば上限だけとか、例えば下限だけとかという設定もあるのではないかという考え

方でございます。それから、Ⅱでございますけれども、低い含有量、例えば５キロカロリ

ーとか、10キロカロリーとか、すごく小さなものについては許容範囲を見直してはどうか、

拡張してはどうかということ。それから、幅の表示、例えば100キロカロリーから120キロ

カロリーというように、幅の表示というのが認められておるのですけれども、その取扱い

を今後どうするかということの３点があるかと思っております。 

 １枚おめくりいただきまして、６ページ目でございます。上限・下限の設定につきまし

ては、今、一般表示事項、５項目ございますけれども、その中で特にナトリウムにつきま

しては、過剰に摂取するということが問題になっているということがございますので、例

えば、今、上下、両方とも規制しておりますけれども、一番下の見直し案、例えば上限だ

けを規制して、下限も、例えば200ミリグラムが100とか50だと問題ですので、そこは運用

で対応することはあろうかと思いますけれども、いずれにしても規制としては上限、プラ

ス20％のところだけ規制するということはあるのではないかと思っております。 

 それから続いて７ページ目でございますけれども、低含有量ということでございまして、

そこの真ん中にエネルギーの場合を例にとってございますけれども、高含有量、例えば

100キロカロリーといった場合に、誤差の許容範囲はプラスマイナス20キロカロリーと。

絶対値としても幅があるのですけれども、例えば10キロカロリーといった場合には、絶対

値として上下２キロカロリーの誤差しか認められないと。ですので、例えば10キロカロリ

ーと表示したときに、例えば13とか14では、厳密に言うとアウトになってしまうというも

のは、本当に実態としてはどうかなということがございます。 

 １枚おめくりいただきますと、続きでございますが、８ページ目のところで、右側のグ

ラフをごらんいただくとわかるかと思うんですけれども、現行の許容量の上・下限という

のが青い線でございますので、左のほうに行くにつれて、要するに表示値が小さくなるに

つれて、誤差の範囲がぎゅっと縮まってくるということでございます。 

 その場合、範囲が小さくなってくると、まさに栄養的に意味がない場合だったり、そも

そも分析の定量下限、もうこれ以上分析できないというようなこともありますので、例え
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ば、カロリーについては大体５キロカロリーを下回るとあまり意味がない、かつ、分析方

法としても限界一杯というところでございますので、例えば、赤い点線でございますけれ

ども、25キロカロリー以下のところについては許容の幅を一定の絶対値に固めてしまって、

ある程度余裕を持たせるということはどうかということでございます。この場合でいくと、

上下限、５キロカロリーというのをずっと維持するということでございます。 

 それから、あと９ページ、これは幅の表示でございますけれども、今、幅表示というの

は認められているということでございます。幅表示というのは季節変動とか多少の誤差に

も対応できるということで、非常に有効かなということでございますので、現行のとおり

認めてはどうかと。ただ、設定のルールについて、厳密にルールが定められておりません

ので、今後、検討する必要があるのではないかということでございます。 

 それから、10ページ目、これは次のテーマに移るわけでございますけれども、実行性の

高い表示の設定方法ということでございます。今、食品については、正確な数値を分析し

て確認するというのが難しい場面があろうかと思います。例えば、検討の方向性として、

計算値というもの、これは例えばでございますけれども、計算値であるというものを表示

した上で、合理的な根拠があれば、先ほどの誤差の範囲、要するにプラスマイナス20％に

入っていなくてもよいということとしてはどうかと。ですので、例えば表示を見ると計算

値であると。これはある一定の合理的な考え方で算出したものであるとすると。その場合

については、誤差のプラスマイナス20％の中に入っていないということでもよいというこ

とによって、実行可能性の高い表示というものが設定できないかと思っております。 

 それから、11ページ目、昨年の栄養成分表示検討会でもお出しした諸外国の状況でござ

いますので、これはご参考までにごらんいただければと思います。 

 それから、12ページ、さらに次のテーマでございますけれども、栄養の可視化、要はわ

かりやすさ、使いやすさといったものの表示ということでございまして、いくつかポイン

トがあるのですけれども、検討の方向性といたしましては２つ。 

 １つは、①でございますけれども、１日の必要摂取量に影響が多いものにつきましては、

例えば１日2,000キロカロリー取ることが必要だといった場合に、この食品を取ると、例

えば400キロカロリーなので５分の１は摂取できるといったこと、そういった表示を、推

奨することとしてはどうかと思っております。 

 それから、食塩相当量ということでございまして、これはナトリウムが原則でございま

すが、食塩相当量というものが消費者の方にとってわかりやすいということがありますの

で、両方併記をするということについても、推奨ということで取り組んでみてはどうかな

と思っております。 

 それから、13ページ目、これは諸外国の表示方法ということでございますので、これも

ご参考にしていただければと思います。 

 最後のテーマ、14ページ目でございますけれども、適用範囲の問題ということがござい

ます。ここはポイントがいろいろございまして、検討の方向性というところでございます
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けれども、１つは対象となる栄養成分、先ほど５つ、エネルギー、ナトリウム、脂肪、炭

水化物、たんぱく質ということでございますけれども、ここは引き続き５成分、これがや

はり重要な栄養成分ではないかということで、ここはそのまま維持してはどうかと思って

おります。 

 それから、検討会の報告書でも、いわゆる生鮮食品の中で、特定の栄養成分が入ってい

ることを強調したものというものについては、やはり消費者の方もそれを見て買うことが

多いと思いますので、栄養成分の含有量というものを表示していただくということとして

はどうかと思っております。 

 それから、ポツの３つ目でございますけれども、惣菜・お弁当、いわゆる中食とか外食

というものは、栄養成分のばらつきが大きいと。例えば食事の盛り方によっても全然違い

ますし、季節によってもいろいろばらつきがありますので、適用せず、自主的なガイドラ

インなどによる表示を推奨してはどうかということでございます。 

 それから、事業規模の小さいところまで厳密に適用を広げるというのもどうかと思いま

すので、事業者の規模によってある程度、適用範囲を限定するということも検討の視野に

入れてはどうかと思っております。 

 15ページ、16ページについても、諸外国の状況をまとめた資料をつけてございますので、

ご参考までにご覧いただければと思います。 

 非常に駆足でございましたけれども、栄養表示の義務化については以上でございます。

どうぞよろしくお願いします。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 それで、先ほど申しましたように、参考資料の２に報告書がついていますが、昨年の８

月に栄養成分表示検討会の報告書が出ております。それで、この一元化の委員の方の中で

も、何人かがこの表示検討会のほうにも入ってご議論いただいたということでございます。 

 資料２でいきますと、４ページまでが栄養表示の義務化に向けた課題の整理ということ

で、特に４ページで、課題としては、今ご説明した大きく４つの分野について整理された

ということでございます。それぞれ今、個別の課題についてご説明をいただきましたが、

全体を通じてでも結構でございますので、時間が今日、もう30分ぐらいしかございません

が、ご意見等がございましたら、ご質問を含めてお出しいただけたらと思います。 

 上谷委員、どうぞ。 

○上谷委員 栄養成分表示については、今、ご説明があったのですけれども、義務化が決

まったように一応、何か順次言っておりますが、それは私のほうは義務化してほしいとい

う、その希望のことについての質問でございますけれども、既に外国でも義務化されてい

る国が多数あるという報告がされております。そういう中で、厚生労働省が実施しており

ます国民健康栄養調査の中でも、外食とか食品を購入する際に、栄養表示をよく見ながら

購入するという傾向になってきているというデータが出ております。 

 また、そういうような形に希望したいという対象者が70％を超えているという状況の中
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で、厚生労働省の第４次の国民健康づくりの見直しが、今、行われております。栄養士会

においても、この国民の健康増進保持のために、地域における指導がずっと行われてきた

わけですけれども、個人の努力には限界があるのじゃないかということで、食事内容の量

とか、それから調整については、栄養成分表示を義務化することによって、地域の対象者

としてとらえにくい20歳から40歳代の疾病が多くなりつつある年代に、社会的環境の中で

啓発していくという方法が、この先必要になってくるのではないかということはテーマに

なりました。 

 そのようなことから、高血圧関係についての食塩の摂取軽減、それから糖尿病に対する

エネルギーというものをみんなにわかっていただこうということで、総エネルギー量の啓

発ということからも、そのような栄養量の数値を表示していただくという方向に、この食

品一元化の中でも希望したいというふうに思っています。 

 ただ一つ、科学的なもので言えば、食塩相当量というものをナトリウムで表現してござ

いますけれども、私ども活動団体としましては、地域に普及するためには、ナトリウム量

ではなかなか理解していただけない。そのようなことから、食塩相当量という表示が私た

ちとしては、みなさんに普及するのではないかというふうに思っています。 

 それと、先ほど、またこの経過の中でしょうが、順番のことがありました。ナトリウム

を上のほうに上げ２番目で表示案をつくられていますが。栄養素を明記してナトリウムが

その下にあるというような順序が、いろんな専門誌でも一般化されております。そういう

ことからも、やはりナトリウムは２番じゃなくて５番で構わないのではないかと思います。

ただし、しっかりと表示をするということが、私としては希望したいというふうに思って

いるところです。 

 以上です。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 栄養成分表示検討会の委員になっておられる方から、今の経緯も、もし補足があったら

ご説明いただきたいので、よろしくお願いします。 

○迫委員 ありがとうございます。 

 その委員としての報告書と若干、それを逸脱した範囲で、今回、卓上配付のみですけれ

ども、資料を用意させていただきました。 

 これは栄養表示の義務化について、この一元化の検討会の中でどうあるべきかというこ

とで考えさせていただいたものでございます。 

 限られた時間でしたので、細かい文言について精査できていないことはおわびしたいと

思います。 

 まず、資料として用意させていただいたものの中で、１番目に、食品表示と安全性とい

うことを書かせていただきました。食品表示制度の中で、先ほどの消費者基本法の中にも

ありましたけれども、消費者の安全確保というものは最優先されるべきものであろうと。

その中で、現状の表示では、期限表示であるとか保存方法の表示、こういうものは、体調
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の悪化とか食中毒のような短期的な健康被害を防止することを目指して、現在、表示され

ているもの。アレルギー表示については、これは症状を惹起（じゃっき）したり、命にか

かわる状態になることを防ぐために義務づけられたり推奨されている表示である。栄養表

示については、従前から健康増進法の中で、国民の健康保持増進施策の一環として推奨さ

れてきたものであるというふうに整理ができるかと思っております。 

 今回、消費者の安全確保という視点から、健康の被害防止という、そこに視点を特化し

まして、資料を示させていただきました。 

 ２番のところに示しております日本人の疾病状況、これは平成12年の循環器疾患基礎調

査の結果でございますけれども、高血圧が全国で4,000万人いると推定されていること。

それから、糖尿病が2,210万人と推定されている。ちょっと乱暴な方法ではありますけれ

ども、40歳以上の年代でこれらの疾病が多いということで、40歳以上の現状の6,100万人

に対しての有病率を計算してみますと、高血圧症は65％を超える。それから糖尿病につい

ては36％。糖尿病は、平成９年の糖尿病実態調査結果と比べて、この10年間で十数ポイン

ト急増しているというふうな状況になってございます。 

 健康被害という観点から考えていったときに、これらの高血圧症であるとか糖尿病であ

るとかという、こういう疾患の悪化、またそこから命にかかわる状態、血管病を引き起こ

すと、こういうものを予防していくということは、これは消費者の安全確保という視点で

は非常に重要ではないかというふうに思うわけでございます。 

 その関係で、３番目のところでございますけれども、食塩相当量とエネルギー量表示に

ついては、何としても義務化をしていただきたい。今回の一元化の議論の中で、いわゆる

健康保持増進施策の一環としての項目以上に、安全確保という視点の中では、この食塩相

当量とエネルギー量、この２点については、確実に義務化をしていくことによって、消費

者全体、国民全体の安全の確保、命を担保することができるのではないかと思うわけでご

ざいます。 

 食塩の過剰摂取については、そこに記載させていただきましたけれども、特に現在、国

民の７割以上が目標値以上を摂取していることになります。実際に食塩の必要量というの

は１グラム程度でございますので、もともと目標量はその数倍ということで、非常に高い

数値になっているところでございます。 

 高血圧症の患者さんが血管病を引き起こさないためには減塩、また糖尿病ではエネルギ

ーコントロールが欠かせないことで、中期的な健康被害を防止して、消費者の安全確保に

資するということで、必要性を書かせていただいているところでございます。 

 また、なぜ食塩相当量にしたかというと、これは次のページに記載してございます。こ

れについては、現在、ナトリウム表示になってございますけれども、実際にナトリウムを

食塩相当量に換算するためには、2.54を掛けて、そしてミリグラムで表示されている場合

にはそれを1,000で割らなければいけない。これを店頭で、または商品を手に取っている

状態の中で、選択肢の一つとして、この計算がその場でできるものかどうかと。さらには
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高血圧症の患者さん、特に利用していただきたい方々でございますけれども、主に中高年

齢者である方々がそういう計算が可能であるかということを考えれば、もうこれはほとん

ど無理と断言しても良いのではないか。 

 食品の表示というものは、これは実際使われることによって意味がある。表示をするこ

とに意味があるのではなくて、消費者がそれを見て、わかって、使えるということが大前

提になろうかと思います。 

 そういう意味で、食塩相当量のほうを推奨するのではなく、義務化をしていくべきで、

ナトリウムのほうを逆に推奨していって良いのではないかと、こんなふうに思うわけでご

ざいます。 

 また、先ほどからの議論の中で、現状の義務表示についてのレビュー、見直しが必要と

のご意見がありましたが、これについても、表示をすることに意味があるのではなく、使

われることに意味があるというふうな観点から、消費者にとって必要な表示とは何なのか

と。そういう意味で見直しをしていくことが必要であろうというふうに思っているところ

でございます。 

 それ以外の栄養成分について、もちろん５項目全てが義務表示化されれば、それにこし

たことはないんですけれども、一元化という視点の中では２つに特化させていただいたと

いうことをさらにつけ加えさせていただきます。 

 適用範囲については従前のものを踏襲した形でございます。 

 なお、分析値と計算値について記載してございませんが、意見を申し上げさせていただ

こうと思います。 

 分析値についてはその食品、特に生鮮食品を原材料としている場合には、個体差とそれ

から季節変動、産地の変動、そういうふうなものが全てかかってまいります。合成品でな

い限り変動があって当たり前ということになりますので、それを分析値で示すということ

になれば、それは一定の幅を持たなければ表示は一切できないことになるであろうと。 

 一方、計算値というのは、そういうふうなものを考えて、日本食品成分表、文部科学省

が出しておりますけれども、その季節変動、個体差に配慮して、そういうものをいろいろ

な種類を集めて、平均化した形で示しているものですので、当然分析値との誤差は発生い

たしますけれども、一定数値が示せる。例えば給食の栄養量、医療機関、学校、その他で

の栄養量等については、全てこの食品成分表を使っております。 

 そういうことからすると、計算値というものをもう少し上位に考えていっても良いので

はないか。分析値が優先されるのかどうかというところと含めて、計算値の位置づけをも

う少し上に上げていっても良いのではないかと思うところでございます。そうすれば、実

行性についてもかなり上がるのではないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 鬼武委員、この前ＥＵの規格でかなり義務化が上がっているというので、コーデックス



 28

関係のご議論等を教えていただけませんか。 

○鬼武委員 コーデックスでもまだ義務化ということでは議論はなっていないと思います

が、項目としてどういう栄養成分項目が必要かというのは、毎年、定期的に開催される会

議で各国のいろいろな意見を聞いて、その中で個別成分についてのことについて、テーマ

として見直しをされたりされているということが現状にあると思います。 

 そういう状況で一つ、今、２人の委員の方から意見がありましたナトリウムと食塩相当

量、どちらかということについては、個別のことになるのですけれども、日本の場合は、

病院の医療現場における医者の指導も、食塩なりということで指導されていますので、ナ

トリウム表示だとわかりにくいという現状がやはりあるのではないかというふうに思って

います。私どもが80年代から栄養成分表示をやってきたときも、ナトリウムでは分析はや

るのですけれども、食塩相当量は必ず書いている。特に、原料に食塩を使った場合、それ

からあとは食品添加物のナトリウム塩及び原料から由来のナトリウム総量から「食塩相当

量」という表示をしています。 

 多分、ＥＵも議論がいろいろされていましたけれども、ナトリウムよりもやはり食塩が

国民なり市民にとってわかりやすいというようなことで、あそこの国もそういう判断で、

今回ＥＵのほうは食塩という判断をしたのだというふうに思いますから、それはその各国

の事情によって、先ほど言いましたように、見る人が活用できるような形でないといけな

いと思いますから、そういう面からすると、食塩なり食塩相当量のほうが、表示されてい

るものからすると選びやすいのじゃないかというふうに思っています。 

 それから、今回、前回の栄養成分表示検討会を終わって、多分、その後、事務局の方が

いろいろ頑張られて、今回の資料の中で特に、分析の方法とか、テクニカルにいろんなと

ころはこういうふうにすれば良いということで、その部分はかなり解明されてきたという

ふうに思っています。解明されたし、もし義務化になってもそういう部分については、今

の栄養成分表示よりも中身としてはいろんな形で正確な表示が、数値も保証できるんじゃ

ないかというふうに思っています。 

 一方で、そういう前段のもとで一番必要なところは、これは使う側といいますか、消費

者なりが見て、本当に使いやすいものであるかというのが、一方で一番表示としては必要

になるので、現行は任意表示でもパッケージはほとんど、栄養成分表示検討会のときも、

確か食産センターの方の資料の多分８割ぐらい、確かされていました。パッケージされて

いるのは80％されていましたよね。そういう現状からすると、今でも加工食品の栄養成分

表示は任意であっても実施されているわけですから、義務表示でどのくらい変わるのかが

課題です。 

 多分、それとリンクをして、健康とかそういうところは本当にわかっていて選んでいる

のかとかですね。もし義務化にするのだったら、その辺のところをもう少し見ておかない

といけない、検討しないといけないのかなと思っていまして、日本の場合はそれが難しい

ということであれば海外の事例をレビューすべきです。アメリカの場合は、義務表示がも
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う何十年も前からフェデラルレジストレーションで書かれていまして、項目と書き方も全

部統一されています。例えばトランス脂肪酸は国民から認知してもらうということで、確

か斜体に書いてあったりして、それでもまだアメリカの健康栄養状況というのは改善され

ないという状況があって、2006年ぐらいから、いわゆるインスティテュート・オブ・メデ

ィシン、ＩＯＭのところに現行の栄養成分表示の検討をさせて、いろいろ栄養成分表示に

ついて、どういうふうに消費者の人が認知しているかということに基づいて、今度は、本

格的にレポートに基づいて、ＦＤＡが栄養成分表示について改革ということを考えられて

いるみたいなことがあると思いますので、各国の義務化というよりも、むしろそういう内

容中身をもう少し調べてもらって、日本がもし義務化になるのだったら、その辺も含めて

検討されたほうが良いようにも思いますし、あと、全体としては、ＷＨＯなりがいわゆる

非感染性疾患の予防のために栄養成分なりをきちんと表示したり、消費者の人に選んでも

らってリコメンドするというようなこともありますから、そういう全体的なところを一方

で他の省庁とも協力してもらって、例えば厚生労働省とか文部科学省とかの連携。そうい

うふうな取組があって、栄養成分については、現在の任意表示から、海外の事例（アメリ

カ及びＥＵ）をもとにもう少しどういうふうに改善するのかという検討でことが前進する

のではないかというふうに思っています。 

○池戸座長 いいですか。 

○中村委員 一言だけなんですが、誤差とか許容範囲については、2010年版の日本人の食

事摂取基準があり項目によっては上限・下限があるものと、上限だけしかないものがある

ので、それに対応した形で設定、検討してもらうと、教育の現場とか、これを使う現場で

矛盾なくできるんじゃないかなと、こう思っています。 

○池戸座長 二瓶委員、どうぞ。 

○二瓶委員 栄養表示についても、やはり焦点になるのは実行可能性ということだと思う

んです。適正表示をどうやっていくかということからして、お願いなんですけれども、現

行の栄養表示基準、任意ですけれども、これでかなり実行されている事業者も多いという。

私どもの会員の中でも年々増えているように思います。 

 ですので、どのように適正な栄養表示をしているか、やっているかというようなことに

ついて、ぜひこれこそレビューが必要なんじゃないかと。それから、監視業務のほうはど

うなっているのか、どういう指導をしているのかとかということで、表示する数値の担保

をどのようにされているのかというようなことも重要だと思うんです。 

 同時に、海外における長年の事例もあるようなんですけれども、それらについても同様

に、例えば食品といってもいろんな種類がありますし、例えば惣菜や弁当のように、そも

そも製品として全体の定量化がしにくい、できない商品、それから組み合わされている

様々なおかずだとか、こういったものについても定量化、つまり均一な重量とかにはなり

にくいわけです。 

 先ほどから出ていたように、加えて季節だとか産地による違い、個体差といいますか、
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そういうのもありますので、これらについては非常に困難な話なんですけれども、ただ先

に外国等でそういう分野でも事例としてあるのであれば、ぜひ紹介していただきたいし、

いずれにしても実行可能性、とりわけ適正な数値の担保が得られないという状況で、表示

だけがどんどん進んでいっちゃうというのはちょっとまずいなというふうに思いますので、

適正表示をする担保を可能にする方法について、ぜひ様々な情報を多角的に収集していた

だいて、ここで出していただければというふうにお願いします。 

○池戸座長 それでは、山根委員。 

○山根委員 義務化の方向性については、異論はないです。 

 ただ、お弁当や外食で提供される食事です。ここについてこそぜひ知りたいという声も

多くあるのは理解はいただけるんじゃないかというふうに思います。ただ、実行可能性と

いうことでいろいろと意見も出ていると思いますけれども、だからといって、ただ推奨だ

けで良いのかということについては、もうちょっと踏み込んだ検討もしていただければと

いうふうに思っています。 

 それから、トランス脂肪酸に関して、昨年、情報開示を促進するようにという指針が出

されて、もうすぐ１年になると思うんですけれども、その指針を出してからの対応状況と

いうか、それも教えていただければというふうに思います。 

○池戸座長 では、森委員、お願いします。 

○森委員 先ほど栄養成分表示検討会のご紹介もありまして、それに関して、二瓶委員も

仰っていましたように、事業者の実行可能性ということについても整理をしていただいて

いるというふうに考えてはおります。 

 私のほうからも今回、資料の提供ということで、お手元のほうに、提供資料２を出させ

ていただいております。これは前回の検討会のときに出したものに、栄養表示等の項目を

つけ加えさせていただきました。 

 その中の６ページ目のところに、栄養表示についてということで、簡単にまとめをさせ

ていただいてございます。一部、栄養成分表示検討会の課題と重複する部分もございます

が、簡単にご紹介させていただきますと、事業者としても栄養成分の表示については、こ

れまでも自主的に取組を随分してきております。そういった意味からは、ぜひ食品製造事

業者の自主的取組を推奨する方向が適切ではないかというふうに考えておりまして、一律

に義務づけるということは慎重にお願いできればと考えております。 

 この資料には４項目書いてございますが、最初のものは、これまでも述べてきましたよ

うに、例えば加工食品の場合ですと、表示する面積というのはかなり限られてきておりま

すので、そういったことにも十分ご配慮をいただければと思っております。 

 １つの特徴的な例としましては、飲料用のリターナブル容器というのがございます。こ

の容器は、環境面からは非常にすぐれた容器なのでございますが、表示する面積というの

が王冠に限られるといったようなものがございます。それとかあと、菓子類の例えばチュ

ーインガムは非常に面積が限られてしまっているといったものがありますが、これらはご
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く一例でございますので、他にも数多くございます。実行可能性という意味からはぜひご

検討いただく必要があるものというふうに考えております。 

 ２点目としまして、中小零細事業者にとりましては、今回も計算でできる方法とか、い

ろいろ検討いただいているということで、ぜひそういったことを進めて、事業者としても

可能性を広げていただきたいということと同時に、その計算の根拠となるような公的デー

タをあらかじめ整備して、情報を開示していく必要があるのではないかということも、引

き続きご検討いただければと考えてございます。 

 それから、３点目は誤差の許容範囲ということで、これは今回随分、ご提案していただ

いておりますので、このことに関しましては省略いたします。 

 ４点目としましては、今回のご説明の中にもございましたが、例えば１食当たりの含有

量を表示する基準、これは消費者の方にとって非常にわかりやすいということでございま

すので、現在の100グラム等ということになりますと、いろいろ計算しなければいけない

ということもありますので、こういったことも含めて検討いただくと良いのではないか。

例えば、現在、濃縮タイプの食品がありますが、これに関しましては、使用時に希釈する

ということになりますと、実際の表示は濃縮段階での表示をしているということになりま

すので、なかなかわかりにくいといった面がございます。こういったこともぜひ踏まえて

ご検討いただければと考えております。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 では、丸山委員。 

○丸山委員 義務ではありませんけれども、これだけ私たちの周りに栄養成分表示が広が

ったということは、大変、消費者のためにということが本当に認識していただけるのであ

れば広がるんだということで、とても良いことだというふうに思いますし、さらにそうい

うのが広がって、他の分野でも広がっていただければというふうに思っているところが１

つです。 

 それで、さっきもちょっとレビューの話がありましたけれども、これだけ広がっている

ものが実際、確かに事実として表示はされている。ただ、その表示をしていても、目の前

にある、こういうようなものを見ても、見やすいものから見にくいものまでありまして、

ですから実際どうなのか、見やすさ、わかりやすさ、使えるのか、伝えやすさだとかとい

うようなところも含めてどうなのかということについて、もう一度把握をし直す中で考え

るということが、一つ大事だろうというふうに思います。 

 特に、先ほどご意見もありましたけれども、私としてもエネルギーと、それからナトリ

ウムというよりは食塩相当量の表示がもっとしっかり広がることを願っているということ

と、それから分析値ということについては、分析そのものについても、費用の問題も含め

て、なかなか頻繁にできないということは現実のものとしてありますので、食品成分表等

の基準となるものがみんなが活用できて、それを根拠にして表示をするということでも、

消費者の利益の拡大にはなるというふうにも思いますので、そういうのも含めてご検討い



 32

ただきたいというふうに思います。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 堀江委員、どうぞ。 

○堀江委員 実際に一番エネルギー表示というので気になるというのが、お弁当を買うと

き、駅弁を買ったりとか、ふだんのお弁当を買ったりとか、そんなことで一番、一般の人

が見るというか、役に立てているんじゃないかと思います。 

 それで、表示があったほうがそれは良いんですが、２番目のナトリウムというのが、私、

どうして２番目に来るのか、ちょっと疑問に思ったんですが、先ほどのご説明をいただい

て、義務化するならエネルギー、ナトリウムということで、理解いたしました。ナトリウ

ムも先ほどからお話が出ていますように、通常、「塩分は10グラム以下ね」というような

会話は一般的にあると思いますので、食塩相当量が適正かと思っております。 

 ただ、ちょっと気になるのが、たんぱく質が一番最後に来ているんですが、今、高齢者

というか、年配の方で随分たんぱく質の不足という、栄養状態のこともあるので、この順

番がこれで良いのかどうかというのはちょっと疑問にも思っております。 

○池戸座長 ありがとうございます。 

 仲谷委員、何かございますか。 

○仲谷委員 既にみなさま方、お話しになったこととかぶりますが、国民の健康の保持増

進という観点から、栄養成分というのは非常に重要なことだということで、加工食品につ

いては先ほど鬼武委員からもございましたが、任意表示でありながら、かなり高い表示が

されていると。 

 ただ、食べるもの全体ということで見ますと、やはり加工食品、パッケージされたもの

ということに限定されているので、できる限り、義務化する、しないというのは別として、

より多くの食品に表示されるような体制づくりは必要だろうということで、表示誤差の問

題であるとか計算値の問題、これを議論したものだと思います。 

 ただ、先ほどもございましたが、だったらそれが本当に活用できているのかという観点

で言いますと、私たちの調査では、実際店頭で栄養成分を見て、それを参考にしていると

いう消費者の方はそんなに多くなかったというところから、やはりそこに切り込んでいか

ないと表示をしても活用されないというふうになってしまいますので、昨今、欧米で取り

入れられているようなアイコン表示とか、非常に親しみやすい、そういう表示方法も考え

ていかなきゃならないと思います。 

 ただ、今、アレルゲン表示でも、個別の任意でわかりやすい表示というのを個々の事業

者がいろいろ工夫してやられておるんですが、結果としていろいろな方法があるものだか

ら、わかりにくくなっているということがございますので、できればガイドラインを示し

ていただいて、そういう表示をするのであればこういう方法でやりましょうというような

ことを示していただくというのが非常にありがたいかなと思います。 

 以上です。 
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○池戸座長 では、市川委員、どうぞ。 

○市川委員 今のご意見に同感です。消費者の側が理解をして、そしてうまく利用される

というのがとても大切なことだと思うんです。利用されるためにわかりやすくしていくと

いうのは、もちろん一つ大切なポイントなんですが、もう一つ、情報にはコストがかかる

ということです。表示をされる事業者の側もそこがいろいろ懸念されるので、実行可能性

がどうだというような話にもなってくるかと思うんです。極端な例で例えると、表示をよ

くするために負担金みたいなものを、例えばサーチャージのような感覚で表示負担金のよ

うなものまで覚悟して、消費者の側が知りたい情報を知るということは、それぐらいの覚

悟で、表示も徹底するけれども、負担もしてねというような、そういう感覚で表示をして

いくと、消費者も、あ、これは利用しなきゃと目が覚めるのじゃないかなという気もしま

す。 

 以上です。 

○池戸座長 では、森田委員。 

○森田委員 栄養成分表示でナトリウムを食塩相当量にするというお話なんですけれども、

食塩相当量を先に義務づける場合に、先の鬼武さんのお話では、原料から由来してナトリ

ウムがくる場合も含めて食塩相当量は必ず書いているということでしたが、例えば今、こ

のお茶、ナトリウム８ミリグラムと書いてありますけれども、これを食塩相当量というふ

うに書いてしまうと、もしかしたら塩が入っているのか、今、塩味の隠し味とかが人気な

ので、そういうことを誤認する人が出てくるかもしれないので、食塩相当量をもし義務づ

けるということになれば、その整理をきちんとすること、十分な消費者教育というのも、

あわせて必要になるかというふうに思うのがまず１点。 

 あと、それから２点目、トランス脂肪酸のお話が先ほど出てまいりましたけれども、数

カ月前に食品安全委員会でトランス脂肪酸の安全性評価のリスクコミュニケーションの会

があったときに、ここ数年、ガイドラインができて、トランス脂肪酸を低減化していくと

いうような技術が進んだおかげで、飽和脂肪酸が逆に上がってきたという新しい問題が指

摘されております。そういうことを考えると義務化は不必要なんですが、ガイドラインを

出したその影響というものも見直すときに来ているのではないかというふうに、食品安全

委員会の会を聞いて思いました。 

 あと、それから３点目ですが、表示範囲の適用についてなんですけれども、外食ですと

か中食について、やはり健康の観点から表示があったほうが良いというふうに思うんです

けれども、外食もどのぐらい実際に普及率があるのかというのを、原料原産地に関しては

先ほどの資料でありましたけれども、今、どのぐらい普及しているのかということも含め

て情報が欲しいと思います。最後に実際にできない表示を義務づけてしまうといろいろと

問題点というのも起こってしまうんじゃないかなと思うのです。例えば外食の分野で日替

わり弁当とか、それからそのときの、今日のお勧めメニューのようなものは、当然、表示

がなかなか難しいし、それを無理やり表示してしまうことで、かえって偽装ですとか、チ
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ェックしたときに新しい社会の混乱を招くのじゃないかという問題もあります。 

 外食に関しては、今、いろんなガイドブックが出ていて、例えばコンビニ弁当とかが大

手チェーンのファミリーレストランの、これは大体このぐらいというガイドブックがあっ

て、参考になります。今私は、食事バランスガイドでチェックシートでつけているんです

けれども、そういうガイドブックを見ると、大体、相場観みたいなのがわかってきますの

で、正確な１けたまでの数字じゃなくて、ざっくりカロリーこのぐらいとかナトリウムは

こんなものだという参考値がわかっていて、必要な人はやはりそれは使っているという部

分もあるかと思います。ですから、むしろ消費者教育とかガイドブックとか、インフラの

整備という話がありましたけれども、そういった部分も含めて考えていったほうが全体の

消費者の利益になるんじゃないかと思いました。 

○池戸座長 貴重なご意見、ありがとうございます。 

 時間がもう12時になってしまい申し訳ございません。 

 それで、この栄養表示について、限られた時間で今日ご意見をいただきまして、事務局

のほうでまとめさせていただきたいと思いますし、それからあと、できたら資料を追加的

にそろえることができるものがあれば用意していただくということにしたいと思います。

それから、今日は説明がなかったのですが、参考資料の１のところで、義務化に向けた検

討の背景という横紙の資料がございます。先ほどからいくつか出ている意見の中にも、仮

に義務化をするとなると、消費者の方も十分ご理解いただいて、日常生活の中で利用して

いただくという、そういうのをセットで推進すべきだという、このことは１ページの一番

下のほうにもそういうのが書いてございます。今日は多分、時間の制限がございまして、

ご意見もまだ十分出尽くしていないかと思いますので、今日お配りした資料等も参照して

いただきまして、事務局のほうにまた追加的に、メールでもファクスでも結構ですので、

ご意見をいただければということで、とりあえず今日はこの議論はここのところで打ち切

らせていただきたいと思います。 

 それで、最後にもう一つ、先ほどからいろいろとご意見も出ていますが、今まで議論し

ていた目的、考え方、この内容について、これは以前、議論していただいた後にさらに追

加的にご意見をいただいたものを、事務局のほうでまとめていただいたペーパーが用意さ

れていますので、とりあえず今日はご説明をしていただくことにしたいと思います。 

 いずれにしても、これはきちっとした議論が必要かと思いますので、表に出す前の論点

整理の中という、論点整理という言い方でなくても良いのですが、いずれにしてもここに

ついては、次回以降、もう一回きちっとした議論を踏まえてこの検討会での取り上げをさ

せていただければと思っておりますが、そういうことでご説明だけさせていただくという

形にさせていただきます。 

○平山企画官 では、私のほうから資料３につきまして、ご説明申し上げます。 

 これまで食品表示につきご議論いただいた中で、特に目的とか考え方の議論というのは、

個別の議論になるとまた、そこに戻っていくということがあったかと思っております。こ
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のため、非常にタイミングが遅くなったかもしれませんが、これまでの議論の成果という

ものをまとめさせていただいたところでございます。 

 それで、１枚おめくりいただきますと、これまでの議論における委員のご意見というこ

とでございまして、検討会でご発言のあった意見はもちろんですけれども、別途、事務局

のほうからもご照会させていただいておりまして、そこに寄せられた意見もあわせてまと

めさせていただいております。これはお断りでございます。 

 それで、１ページ目と２ページ目が、主に目的についてのご意見でございます。１ペー

ジ目は主に、どちらかというとみなさまのご意見を集約した形で、ポイントといたしまし

ては、例えば一番上の丸は、やはり最終的には公衆衛生の向上というものに重点を置くべ

きじゃないかということとか、２番目は食品の安全という観点、それが大事ではないかと

いうこと。それから、３つ目の丸は、誤認防止というものが大事ではないかというご意見

がございました。 

 それで、２ページ目でございますけれども、去年いただいたご意見の中で、前のページ

で集約できない部分がございましたので、個別のご意見を３つほど載せさせていただいて

おります。かなり具体的なものがございますけれども、それぞれ各委員から寄せられた意

見でございます。 

 ２ページ目の一番最後でございますけれども、これもいろいろご意見がありましたけれ

ども、消費者基本法、この基本理念や考え方というのは、これは大事ではないかというこ

とがあったかと思います。 

 それから、３ページ目以下でございまして、ここがいわゆる考え方についてのご意見で

ございます。 

 ３ページ目は、上に括弧で書きましたが、基本的な考え方ということでございまして、

例えば一番上の丸は、基本的には表示事項というのは、さらに情報を増やしていくべきで

はないかということ。 

 その一方で、２つ目の丸では、優先順位をつけて、生命・安全にかかわる表示というも

のが大事ということとか、３つ目の丸は、基本的に消費者がわかりやすいものとか、健康

に直接関連する事項を中心に義務的に表示すると。それ以外については事業者の主体的な

取組にゆだねるということでございます。 

 それから、４つ目の丸でございますけれども、消費者の方が求める情報は何かというこ

と。それから、今ご意見にもありましたように、現在の食品制度の現状について議論すべ

きというご意見もございました。 

 それから、下から３つ目と２つ目の丸は、わかりやすい表示ということで、用語の定義

とか、わかりにくい用語の整理、食品衛生法とＪＡＳ法との解釈の相違の整理といったこ

ともございました。 

 一番最後は国際的な調和というものが大事と。要は、例えばコーデックスの規格との整

合性というものも大事ではないかということでございました。 
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 それから、４ページ目でございますけれども、上のほうに括弧書きでタイトルをつけて

おりますけれども、容器包装以外の媒体の活用と。これもご議論いただきましたけれども、

やはりそういうやり方というのも大事だというご意見がある一方で、例えば３つ目の丸、

国際的にそういうことをやっていないので、なかなかそれはどうかなというご意見とか、

商品の中身と表示の一対一というのが難しかったり、例えば、いわゆるＱＲコード、二次

元コードを使った場合には、中小の企業、あとは家族経営のところでは対応できないので

はないかという慎重なご意見も、一方であったかと思っております。 

 それで、５ページ目、その他とさせていただいてございますけれども、ここはガイドラ

インについて、かなり取組は進んでいるということでございますので、そういったものも

視野に入れて検討するということも大事ではないかというご意見がございましたので、ま

とめさせていただきました。 

 あくまでこれは今までの検討の成果でございますので、委員のみなさまのご意見を踏ま

えてさらにブラッシュアップして、食品表示の目的あるいは考え方というものの方向感が

共有できればと思っております。 

 駆足でございますけれども、資料の説明は以上でございます。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 本来はここにもかなり時間をかけなきゃいけないのですが、時間的な制約というのがあ

って、今日はご説明だけという形にさせていただきまして、次回はそういうことで、一気

に中間論点整理ということはなかなか難しい場合もありますので、今日のまだ残っている

検討内容も含めて、議論させていただくような形になるかと思います。 

 いずれにしても、今日は時間の限られた中で活発なご議論、本当にありがとうございま

した。 

 それで、前回、アンケート調査のところのお話があったかと思いますけれども、おそら

く次はその情報データもみなさまにご説明できるということかと思いますので、そういう

のも踏まえてご議論を進めさせていただきたいと思います。 

 何か、補足的に事務局のほうでご説明ありますか。 

 どうぞ。 

○中村委員 １つ聞きたいんですけれども、今後のスケジュールとして、中間論点整理を

次回やられるとしても、一度話があったヒアリングなり意見交換会なり、そういったもの

はスケジュールの中ではどんな感じなんでしょうか。 

○増田課長 いずれにしても、次回にはまさに今までの議論をいったん整理したものをお

出しして、それについてご議論いただきたいと思っております。それをもとに、パブリッ

クコメントのような形でみなさんの意見を聞くというふうに考えております。 

 その期間内に、パブリックコメントはメールだけでやりとりするものですから、意見交

換会というか、意見を直接仰っていただくような場をつくって、意見陳述・発表を希望さ

れる方に意見を言っていただく場を設けたいと考えています。パブリックコメントの期間
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内にそういった形でも意見をいただきたいと思っております。 

 整理したものをその後どういうふうに持っていくかは、まさに次回の議論でご検討して

いただきたいと思います。もちろん、そこでかっちり、検討会としてはこういう方向性が

妥当だと思うと書けるところは、書いていくということもあるのかもしれませんし、幅広

い意見を聞くという観点からは、検討会でご議論いただいた上で示したほうが良い場合も

あると思いますので、そこは次回、その点をご議論いただければというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○池戸座長 そういうことでよろしいですか。 

 次回は日程がもう決まっていまして、２月21日火曜日午前10時から、航空会館の７階大

ホールということを予定しているということでございますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 あと、私、座長としての要望なのですが、いずれにしても物理的に時間が少ないという

ことで、なかなかこれを効率的に進めるとなると難しいところがあるかと思います。でき

るだけ、資料などは事前に委員のみなさま方にお配りしてご意見をいただくと。それから、

あと個別にいろんなご意見もいただくような、そういう対応も必要かと思います。これか

ら６月が最後のまとめということですので、あまり時間的余裕もございませんので、進め

方についても、また私とそれから事務局のほうでご相談をさせていただきたいと思います

が、ぜひ委員のみなさま方からも、いろいろなことで率直なご意見をいただければありが

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、今日はどうもありがとうございました。お疲れさまでした。 

午後０時１６分 閉会 

 


